
■山形市水道料金及び公共下水道使用料審議会条例（抜粋） 

（審議事項） 

第３条 審議会は、水道料金及び公共下水道使用料等について調査審議する。 

（組 織） 

第４条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（1） 知識経験を有する者 

（2） 公共的団体等の代表者 

（3） 水道及び公共下水道の使用者 

３ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 


